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『後見人の費用』  

法定後見人を付けたときの費用は、主に本人の預金の額で決まります。その額

がゼロから１千万円までは２万円、５千万円までは最高４万円、それを超える

と最高６万円です。この費用の他に、家裁の判断で後見人をチェックする役割

の監督人が付くと、やはり預金額によりさらに１～３万円の費用が  

かかります。以上はすべて東京家裁が平成 25 年に示しためやすの  

月額です。さらに特に困難な契約等があると、以上とは別に一時的  

に費用がかかります。これらを軽減する公的補助は、収入等が生活  

保護並みでないと基本受けられません。後見人の利用には相当の負  

担が必要ですので、早期からの検討が必要ですね。  

たまなんレター 

『センターの監督業務と支援について』  

当センターでは市民後見人の後見監督をしてい  

ます。家庭裁判所から監督人として選任され、後  

見人が行っている財産管理が適正に実施されてい  

るか、身上保護が適切に行われているか監督する業務を行っていますが、その他

に市民後見人の活動支援を行っています。  

後見事務を行う上で重要なことの一つに意思決定支援がありますが、市民後見

人の方々からたまに聞かれるのが、例えば治療方針に関すること等、本人は認知

症なので分からないだろうとお考えになり、意向を確認で   

きないのではないかと心配されることです。監督担当から  

は、最初のステップとして本人に分かりやすい言葉で説明  

いただくこと、それでも意向の確認が難しいときは、後見  

人だけで判断せず、チームで支援にあたっている支援者  

（主治医、相談員など）と協議して方針を決めるようにし  

ましょうとお伝えしています。  

センターの日々の

よもやま話やあれこれ

を連載します！ 

http://www.kouken-center.or.jp/


 

 
  

 

◇◆令和８年度 市民後見人養成講座受講生を募集します！◇◆ 

【養成期間】令和８年４月～令和９年３月            

【応募期間】令和７年１２月１日～令和８年１月２３日 

 

●○● 令和７年度 家庭裁判所研修 開催 ●○● 

【日時】令和８年１月１５日（木）午後２時～午後３時半 

【場所】調布市文化会館たづくり１２階・大会議場 

【内容】統一書式運用後の作成の留意点と裁判所が求める報告とは 

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 ～市民後見人として新たに２名登録～  

 

今年度の市民後見人養成講座は基礎研修（一部動画研修）、実務研修、施設

見学等の課程を２名が修了し、市民後見人として登録されました。 

今後の抱負を頂きましたのでご紹介します。                                                                                                     

・小さな安心を支える存在として、誠実に寄り添いながら責任ある支援を目指

したいと思います。（調布市  H・Yさん）  

・支援が必要な方に養成講座で学ばせて頂いた重要な事柄をふまえ、一市民と

してお役に立てるよう努力していきたいと思います。（狛江市  K・Sさん） 

９月から開始の現場研修で受任までのフォローアップを行っています。  

皆様のご活躍を期待しています。  

令和７年度 市民後見人養成事業の報告 

お知らせ 

詳細はホームページでご確認ください。 

（http://www.kouken-center.or.jp/） 

http://www.kouken-center.or.jp/

